
一般社団法人 札幌市介護支援専門員連絡協議会会員の皆様、日頃より、当会活動にご理解とご協力をいただき誠にあ
りがとうございます。また、日々の介護支援専門員業務、大変お疲れ様です。 
 この度は機会をいただき表題についてまとめてみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。 
 
≪はじめに≫ 
 さて、みなさんは「ワークサポートケアマネジャー」「産業ケアマネ」という資格をご存知でしょうか？これらは「仕
事と介護の両立支援」「介護離職防止」について対応していくことを目的に創設された資格になります。 
 皆さまもすでに意識されていると思いますが「2025 年問題」はすぐ目の前までやってきている大きな課題です。これ
は、（釈迦に説法かと思いますが）団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となり、医療や介護などの社会保障費の増大が
懸念される問題です。また、2025 年には、国民 4 人に 1 人が 75 歳以上という超高齢社会に突入します。高齢者の急増
の一方、若い世代は減少し、少子高齢化はさらに加速していく状況です。 
 そのような超高齢社会の課題として考える中に、「介護を理由に仕事を辞める人が増えている」ことについて認識する
必要があります。しかも、これらの問題は大変深刻な状況で、年間約 10 万人の方（実際はもっと多く、氷山の一角と言
われていますが…）が介護を理由に仕事を辞められている現状だということを皆さまはご存知でしたでしょうか？ 
来年 4 月には法改正も控えていますが、「介護支援専門員法定研修カリキュラムの見直しについて」のポイントの中で

も以下のように示されており、介護支援専門として意識しなければならない事項であることがご理解いただけるかと思
います。 

 

 

 
≪ワークサポートケアマネジャー・産業ケアマネについて≫ 

 これらの両資格は、いわゆる「仕事と介護の両立支援」「介護離職防止」に特化した活動を行うための資格となります。
実際のところは業務独占の資格ではありませんが、特化した専門知識を要する活動内容になるため、勉強した証として
取得を目指すことは大変有意義ではないか思っています。活動内容はおおよそ共通となりますが、これらの資格につい
て整理してみたいと思います。 

資格名称 ワークサポートケアマネジャー 産業ケアマネ（1・2・3級） 

ホームページ URL https://www.jcma.or.jp/?p=576067 https://www.tsumugukai.net/ 

認定する団体 一般社団法人日本介護支援専門員協会 
一般社団法人日本単独居宅介護支援事業所協会 

ケアマネジャーを紡ぐ会 

受験資格 

① 日本介護支援専門員協会会員 
② 現在居宅介護支援事業所に勤務するケアマネで、

以下のいずれか 
・主任ケアマネ 
・実務者で 5年以上 
・生涯学習体系指導レベル 1or２修了者 

③ 勤務先の管理者の了承を得たもの 

・3級：介護支援専門員 

・2級：3級取得者 

・1級：2級取得者 

取得方法 養成研修 4日間 ⇒ 修了試験 
2・3級：試験（60分） 

1級：※指定する研修の受講等、条件あり 

試験時期 HPにて募集 
3級：年 2回（春分の日・秋分の日） 

2級：年 1回（建国記念の日） 

試験等会場 令和４年度：東京・大阪・オンライン 北海道・東京・名古屋・大阪・福岡・沖縄 

活動方法 事業所と企業の契約 個人または法人、団体と企業の契約 

注）詳細については各団体の HP等にてご確認ください 

 

ケアマネ 
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ケアマネ SAPPORO 

１ ワークサポートケアマネジャー・産業ケアマネについて       ２ 令和 5年度総会報告 

３ 個人情報の取り扱いについて                   ４ 札幌市からのお知らせ 
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ワークサポートケアマネジャー・産業ケアマネについて 
～そのメリットとは？～ 

一般社団法人 札幌市介護支援専門員連絡協議会 市選出理事     

つなぐ手ケアマネセンター エリアマネジャー          
むすぶ手サポートセンター コンサルタントマネジャー      
（ワークサポートケアマネジャー・産業ケアマネ 3 級）     

出典：厚生労働省『令和 4年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議』（2023年 3月 8日開催）資料より 

・地域共生社会の実現に向け、介護保険以外の領域も含めて、制度・政策、社会資源等についての近年の動向（地域包括ケアシステム、認知

症施策大綱、仕事と介護の両立、ヤングケアラー、科学的介護（ＬＩＦＥ）、意思決定支援等）を踏まえた見直しを行う 
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